
 高速道路交通警察隊速度取締指針  
 

速度取締指針とは 

 警視庁速度管理指針の考え方に基づき、重大交通事故を抑止することを目的として、重

点的に各種警察活動（速度違反取締りや警戒活動等）を実施する路線等を警察署単位で明

らかにするものです。 

 

警視庁重点路線等における警察活動 

警視庁指定重点路線・警察署指定重点路線では、交通事故実態等を踏まえ、重点時間帯

における速度違反取締りを中心とした各種警察活動を実施いたします。 

○速度違反取締り 

○パトカーや白バイ等による赤色灯点灯走行等の警戒活動 

○その他交通事故に直結する交通違反の取締り 等 

 

高速道路交通警察隊管内の重点路線 

○ 高速道路自動車国道 

No 路線名 規制速度(時速) 区          間 重点時間帯 

１ 関越自動車道 ８０km 練馬谷原 ～ 鶴ヶ島ＩＣ ８－１０ 

２ 中央自動車道 ６０、８０、１００km 高井戸 ～ 大月ＩＣ ６－１２、１６－１８ 

３ 東名自動車道 ６０、１００km 用賀 ～ 横浜町田ＩＣ ６－８ 

４ 東京外環自動車道 ５０、８０km 大泉ＪＣＴ ～ 三郷ＩＣ ８－１０ 

 
○ 自動車専用道 

No 路線名 規制速度(時速) 区          間 重点時間帯 

１ 第三京浜道路 ６０km 玉川野毛町 ～ 神奈川県境 随時 

２ 高速都心環状線 ５０km 京橋 ～ (千代田トンネル) ～ 京橋 ８－１６、１８－２０ 

３ 高速１号羽田線 ６０km 

浜崎橋ＪＣＴ～羽田ＩＣ(高速神奈川１号横

羽線羽田ＩＣ～生麦ＪＣＴ及び高速神奈川５

号大黒線生麦ＪＣＴ～大黒ＪＣＴを含む。) 

６－８ 

４ 高速１号上野線 ６０km 江戸橋ＪＣＴ ～ 入谷 ８－１０、１６－１８ 

５ 高速２号目黒線 ６０km 一ノ橋ＪＣＴ ～ 戸越・荏原 ８－１０ 

６ 高速３号渋谷線 ６０km 谷町ＪＣＴ ～ 用賀 １２－１６ 

７ 高速４号新宿線 ６０km 三宅坂ＪＣＴ ～ 高井戸 ６－１０、１４－１８ 

８ 高速５号池袋線 ６０km 竹橋ＪＣＴ ～ 美女木ＪＣＴ ６－１６、１８－２０ 

９ 高速６号向島線 ６０km 江戸橋ＪＣＴ ～ 堀切ＪＣＴ ６－１０、１４－１６、１８－２０ 

10 高速６号三郷線 ６０、８０km 小菅ＪＣＴ ～ 三郷ＩＣ １０－１２ 

11 高速７号小松川線 ６０km 両国ＪＣＴ～谷河内(京葉道路谷河内～千葉南ＩＣを含む。) ６－８ 

12 高速９号深川線 ６０km 箱崎ＪＣＴ ～ 辰巳ＪＣＴ １６－１８ 

13 高速１０号晴海線 ６０km 東雲ＪＣＴ ～ 豊洲 終日 



No 路線名 規制速度(時速) 区          間 重点時間帯 

14 高速１１号台場線 ６０km 芝浦ＪＣＴ ～ 有明ＪＣＴ １８－２０、０－２ 

15 東京高速道路(ＫＫ線) ４０km 新橋 ～ 新京橋 １６－１８ 

16 高速湾岸線 ７０、８０km 大黒ＪＣＴ～高谷(東関東自動車道高谷～富里ＩＣを含む。) ６－１０、１４－１８ 

17 高速中央環状線 ６０km 葛西ＪＣＴ ～ 大橋ＪＣＴ ６－１２、１４－２０ 

18 高速川口線 ６０、８０km 江北ＪＣＴ ～ 浦和料金所 ６－８、１０－１２ 

19 首都圏中央自動車連絡道(圏央道)  ８０km 海老名ＪＣＴ ～ 鶴ヶ島ＪＣＴ ６－８、１０－１２ 

20 高速八重洲線 ４０km 西銀座ＪＣＴ ～ 神田橋ＪＣＴ 随時 

21 保土ケ谷バイパス ８０km 町田市鶴間 ～ 神奈川県境 随時 

※ 重点路線の指定理由については、警視庁速度管理指針をご参照ください。 
※ 実際の道路標識等で定められた規制速度を確認し走行してください。 
※ 上記路線の規制速度は、各本線の規制速度を記載しております。 

 

ランダムな速度取締りの実施  

 指定した路線・時間帯以外においても、ランダムな速度違反取締り等を実施いたします。 

重大交通事故を防止するため、表記された路線・時間帯以外でも常に安全運転を心掛け、速度を

抑えて走行してください。 

 


